
令和５年度宮崎県水産業・漁村振興協議会

次 第

日時 令和６年３月１４日（木）

１４：００～１５：４０

場所 県防災庁舎 防５１号室

１ 開会

２ 議事

（１）第六次宮崎県水産業・漁村振興長期計画の概要及び

令和５年度の取組実績について ・・・資料１

（２）令和６年度の取組について ・・・資料２

（３）その他

３ 報告事項 ・・・資料３

（１）宮崎県漁業技術支援システムの紹介

水産政策課 担い手・普及担当 祖母井 優登 技師

（２）スマート水産業に関する研究 ～”漁場の見える化”について～

水産試験場 資源部 圓目 裕介 技師

（３）人工シラスウナギの生産に挑戦

水産試験場 増養殖部 藤田 裕也 技師

（４）みやざき丸による調査・研究

水産試験場 経営流通部 上林 大介 主任研究員

（５）チョウザメ全雌化の取組

水産試験場 内水面支場 中西 健二 主任研究員

（休憩）

４ 講演

海業の推進について ・・・資料４

講演者：水産庁 漁港漁場整備部 計画課 利用調整班

河野 大輔 課長補佐

５ 閉会
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令和５年度宮崎県水産業・漁村振興協議会 出席者名簿
【敬称略】

団 体 等 職 名 等 氏 名 出欠 代理出席者

宮崎大学（水産系）を代表する者 教 授 吉田 照豊 出
（宮崎県水産業・漁村振興協議会会長）

宮崎県漁業協同組合連合会 代表理事会長 是澤 喜幸 出

九州信漁連宮崎統括支店運営委員会 委 員 長 黒木 巧 出

宮崎県内水面漁業協同組合連合会 代表理事会長 江上 敬司郎 出

宮崎県漁港漁場協会 会 長 髙橋 透 (欠)

宮崎市 農 政 部 長 島村 幸広 代理 森林水産課長 深田 公朗

延岡市 農林水産部長 木原 倉道 代理 水産課課長補佐 黒木 政良

日南市 産業経済部長 日髙 俊宗 (欠)

宮崎県おさかな普及協議会連合会 会 長 落合 栄治 出

宮崎県地域婦人連絡協議会 会 長 甲斐 惠子 出

宮崎県漁協女性部連絡協議会 会 長 中島 正子 出

宮崎県かつお・まぐろ漁業者協会 会 長 日高 義康 出

宮崎県旋網漁業組合 組 合 長 宇戸田 実也 (欠)

宮崎県定置漁業協会 会 長 東 修 出

（一社）宮崎県シラスウナギ協議会 会 長 髙木 政利 出

公募委員（株式会社 水永水産） 黒木 隆一 (欠)

公募委員（生活協同組合コープみやざき） 福島 悠 (欠)

公募委員（消費者） 宮本 紀世 出

公募委員（消費者） 坂本 多恵子 出

宮崎県 農政水産部長 久保 昌広 出

水産庁漁港漁場整備部計画課 課長補佐 河野 大輔※ （委員出席15名／20名）

※宮崎県水産業・漁村振興協議会設置要綱第５条第３項に定めるアドバイザー
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協議会事務局（県） 出席者名簿
所 属 職 名 氏 名

農政水産部 水産局 局長 鈴木 信一
水産政策課 課長 大村 英二

課長補佐（総括）※漁業管理課兼務 黒岩 雄一郎

課長補佐（技術） 谷口 基
企画流通担当リーダー 中西 聖代

〃 主査 佐島 圭一郎
〃 主任技師 堀江 ひかり

〃 主任技師 宮川 博妃

〃 主事 幣島 太一
漁村振興担当リーダー 福田 博文

団体金融担当リーダー 占部 秀彦

担い手・普及担当リーダー 岡崎 敬
〃 技師 祖母井 優登

漁業管理課 課長 赤嶺 そのみ
課長補佐（技術） 荒武 久道

漁港管理担当リーダー 森川 純

漁業管理担当リーダー 兒玉 龍介
資源管理担当リーダー 田口 智也

漁港漁場整備室 室長 小野 勘治

漁港担当リーダー 岩元 聡
漁場担当リーダー 田牧 幸一

南那珂農林振興局 農政水産企画課 水産担当リーダー 長野 昌子

東臼杵農林振興局 農政水産企画課 水産担当リーダー 溝口 幸一郎
水産試験場 場長 西府 稔也

副場長（技術）兼研究企画主幹 安田 広志
資源部長 金丸 昌慎

〃 技師 圓目 裕介

増養殖部副部長 南 隆之
〃 技師 藤田 裕也

経営流通部特別研究員兼副部長 神柱 武志

〃 主任研究員 上林 大介
内水面支場 支場長 中村 充志

主任研究員 中西 健二
県立高等水産研修所 所長 松浦 光宏
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宮崎県水産業・漁村振興協議会設置要綱

昭 和 4 9 年 1 2 月 1 1 日

宮崎県農政水産部水産政策課

（設置）

第１条 宮崎県における水産業及び漁村の振興に関し、水産関係者や学識経験者等の意見

を聴取し、水産施策に反映させるため、宮崎県水産業・漁村振興協議会（以下「協議会」

という。）を置く。

（所掌事務）

第２条 協議会は、次に掲げる事項を協議する。

(１) 水産業及び漁村の振興に係る計画の策定に関すること

(２) 水産業及び漁村の振興に係る計画の実績及び進行状況等に関すること

(３) その他水産政策に必要な事項に関すること

（組織）

第３条 協議会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。

（１） 別表に掲げる団体等を代表する者

（２） 公募により選任する者

（会長）

第４条 協議会に会長を置き、委員の互選によって定める。

２ 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

３ 会長に事故あるとき、又は欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務

を代理する。

（会議）

第５条 協議会の会議（以下「会議」という。）は、知事が招集し、会長が議長となる。

２ 会議は、委員の過半数の出席をもって成立する。

３ 知事は、必要があるときは、委員以外の者に出席を求め、その意見を聴くことができ

る。

（部会）

第６条 協議会に、第２条に掲げる所掌事務の具体的な事項について協議し、これを推進

するため、知事が必要であると認めるときは部会を置くものとし、部会の運営方法等に

ついては別途知事が定める。

２ 部会は、部会長及び部会委員をもって組織する。

３ 部会長及び部会委員は、知事が指名する。

４ 部会の会議は、知事が招集し、部会長が議長となる。

５ 部会長は、部会で協議された事項を会議において報告するものとする。

６ 第４条並びに第５条第２項及び第３項の規定は、部会について準用する。

（庶務）

第７条 協議会及び部会の庶務は、農政水産部水産政策課において処理する。

（雑則）

第８条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営について必要な事項は、知事が定め

る。
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附 則

この要綱は、昭和49年12月11日から施行する。

附 則

この要綱は、昭和52年 6月24日から施行する。

附 則

この要綱は、昭和55年 2月18日から施行する。

附 則

この要綱は、昭和61年 5月23日から施行する。

附 則

この要綱は、平成 2年12月20日から施行する。

附 則

この要綱は、平成 5年 2月 1日から施行する。

附 則

この要綱は、平成 7年 1月20日から施行する。

附 則

この要綱は、平成 8年 1月 5日から施行する。

附 則

この要綱は、平成10年12月18日から施行する。

附 則

この要綱は、平成11年 9月 9日から施行する。

附 則

この要綱は、平成13年 1月19日から施行する。

附 則

この要綱は、平成13年12月12日から施行する。

附 則

この要綱は、平成14年11月25日から施行する。

附 則

この要綱は、平成15年10月 9日から施行する。

附 則

この要綱は、平成18年 2月20日から施行する。

附 則

この要綱は、平成18年12月 1日から施行する。

附 則

この要綱は、平成18年12月 1日から施行する。

附 則

この要綱は、平成22年 1月15日から施行する。

附 則

この要綱は、平成31年 3月19日から施行する。

附 則

この要綱は、令和 2年 3月31日から施行する。

附 則

この要綱は、令和 3年 6月17日から施行する。
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別表１（要綱第３条関係）

団 体 等

宮崎県漁業協同組合連合会

九州信用漁業協同組合連合会宮崎県域運営委員会

宮崎県内水面漁業協同組合連合会

宮崎県漁港漁場協会

宮崎市農政部

延岡市農林水産部

日南市産業経済部

宮崎県おさかな普及協議会連合会

宮崎大学（水産系）

宮崎県地域婦人連絡協議会

宮崎県漁協女性部連絡協議会

宮崎県かつお・まぐろ漁業者協会

宮崎県旋網漁業組合

宮崎県定置漁業協会

シラスウナギ協議会

宮崎県農政水産部
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宮崎県水産業・漁村振興協議会委員公募要領

平成１７年 ６月 １日

農政水産部水産政策課

（趣旨）

第１条 この要領は、「附属機関等の構成員の公募に関する指針（平成１５年１月３０日総務

部長通知）」に基づき、宮崎県水産業・漁村振興協議会の委員の公募に係る必要な事項を定

める。

（応募の資格）

第２条 応募の資格は、次の（１）、（２）のいずれかに該当し、水産業振興に関心がある者

とする。ただし、応募の時点で国、地方公共団体の議員、常勤の公務員及び県の他の附属機

関等の構成員になっている者は除く。

（１）宮崎県内に居住する水産物の消費者。

（２）宮崎県内に所在する水産物の流通・加工業に従事する者。

（募集人数）

第３条 公募による委員（以下「公募委員」という。）は、４名程度とする。

（公募委員の任期）

第４条 公募委員の任期は３年以内とする。ただし、再任は妨げない。

（募集期間）

第５条 募集期間は別途定めるものとし、広く県民に周知を図る。

（応募方法）

第６条 公募委員に応募する者に、次の書類の提出を求めるものとする。

（１）宮崎県審議会等委員応募申込書

（２）略歴書

（公募委員の選考）

第７条 公募委員の選考は、委員長及び委員で構成し、選考会議において行う。

２ 公募委員の選考にあたっては、提出書類の審査に加え、年齢及び社会的活動の経験等を総

合的に考慮する。

（選考会議）

第８条 選考会議は、次の職にある者をもって充てる。

・委員長 農政水産部次長（水産担当）

・委 員 農政企画課長、水産政策課長、漁業管理課長、水産試験場長

２ 選考会議の庶務は、水産政策課において処理する。

（選考結果の通知）

第９条 選考結果については、応募者本人に速やかに通知する。

（その他）

第１０条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は選考会議の委員長が別に定める。

附 則

この要領は、平成１７年６月１日から施行する。

附 則

この要領は、平成１８年４月１８日から施行する。

附 則

この要領は、平成２３年５月２日から施行する。

附 則

この要領は、平成２９年１０月５日から施行する。

附 則

この要領は、令和３年７月２７日から施行する。
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